
 

次期計画における目標設定について 

 

１ 現行計画における目標について 

⑴ 現行計画は，流通段階（６段階※）ごとに設定した施策目標（目標値を設定）

の達成に向け，視点１（京都市が実施する監視指導，情報発信）及び視点２（市

民等及び食品等事業者による自主的な取組）で掲げる取組（個別施策４０項目）

の推進を図っている。 

 

 

⑵ 取組の推進に当たっては，個別施策ごとに「取組の指標・目標値」を設定し，

進捗を管理している。 

⑶ 進捗状況については，毎年度，京都市食の安全安心推進審議会に報告し評価を

得た後，公表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目標設定の考え方について 

 ⑴ 現行計画では，流通段階及び個別施策の取組ごとに目標や指標を定めるととも

に，計画の進捗状況や達成度を評価する際の目安となる目標値を設定している。 

 ⑵ しかし，現行計画の取組の中には，すでに現行計画以外の他の計画やプラン等

（以下「他の計画等」という。）において，具体的な目標や指標を設定している取

組もある。 

 ⑶ 細部にわたる目標設定を行うと，計画策定時には想定できなかった事案（現行

計画策定後に発生した食品の放射能汚染の問題など）が発生した場合や，社会情

勢の変化に柔軟に対応することが困難となる。 

 

 

 

 

 

 

資料６ 

※①生産段階，②卸売市場，③製造・加工・販売段階，集団給食施設，使用水，④消費段階， 

 ⑤違反・不良食品の流通の阻止，⑥食中毒等発生時における緊急危機管理体制の整備 

施 策 目 標 

◯取組：取組の指標・目標値 

◯取組：取組の指標・目標値 

◯取組：取組の指標・目標値 

各流通段階（６段階） 取組（４０項目） 

・ 

・ 

・ 
・ 

・ 

現行計画の体系 

目標値 

◯達成すべき目標が明確になり， 

 目標値を設定した場合は客観的 

 な評価が可能 

個別施策 

◯計画策定後に突発的に発生する事案

や社会情勢の変化に柔軟に対応でき

ない。 

メリット デメリット 

視点１ 視点２ 



３ 次期計画における目標のあり方について 

  次期計画では，設定した目標が計画を推進するうえでの妨げとならないよう，以

下の点を念頭に置き目標設定を行う。 

   

 

 

 

 ⑴ 次期計画では，施策の柱である「食の安全性の確保」及び「安心できる食生活

の実現」の達成に向け，「基本施策」と「個別施策」を掲げる予定であり（資料７

「施策の体系（案）」参照），目標は個別施策ではなく，「施策の柱」又は「基本施

策」に設定するとともに，適切な指標をもって進捗管理を図る。 

 ⑵ なお，個別施策のうち，重点的に取り組む施策（目的，対象に応じたリスクコ

ミュニケーションの展開等）は，必要に応じて目標や指標等を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次期計画の体系（抜粋） 

監視指導 

食品の抜取り検査 

◯監視指導計画に基づく監視 

◯社会情勢に応じた検査 

効率的・効果的な監視

や検査の実施 

食の安全性

の確保 

目標や指標の設定 

基本施策 個別施策 

◯目標や指標は他の計画等

で設定 

◯重点的な施策については，

必要に応じて目標を設定 

◯ 突発的に発生した事案や社会情勢の変化への柔軟な対応を考慮する。 

◯ 極端にハードルの高い目標設定や，目的が数値目標の達成にとらわれ過ぎな

いように工夫する。 

施策の柱 

監視指導計画

等で目標値を

設定 

安心できる 

食生活の実現 
リスクコミュニケー

ションの充実 
目的，対象に応じた取組 

重点的な施策 



４ 次期推進計画における目標（案） 

 

「食の安全性の確保」に係る目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「安心できる食生活の実現」に係る目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 社会情勢の変化に対応した監視指導や検査を実施することで，食中毒の発生や

流通食品の違反件数を減少させ，市民や観光旅行者等の健康の保護を図ります。 

２ 事業者の自主的な衛生管理の取組を，京都市が独自に認証する「京（みやこ）・

食の安全衛生管理認証制度」の普及を通じて，衛生管理の意識の向上を図ります。 

  制度の普及にあたっては，事業者の認証取得を促進するため，衛生管理の取組

状況に応じた区分の設定やＨＡＣＣＰとの整合を図ります。 

３ 食品の安全に係る事故が発生した場合には，迅速に被害拡大防止措置を講じる

とともに，再発防止に向けた原因究明や発生原因への対策整備を図ります。 

指標１：重篤又は大規模な食中毒発生件数 

指標３：ＨＡＣＣＰ導入施設数及び京（みやこ）・食

の安全衛生管理認証取得施設数 

 京都市や事業者による食の安全性の確保に関する取組を積極的に情報発信す

るとともに，市民等が学習する機会を設け，多くの市民等の理解の促進を図り

ます。また，２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え，

広く国内外に対し，京都市の食の安全情報の発信を図ります。 

１ 市民や観光旅行者等に向け，あらゆる媒体を活用して，食の安全性の確保に係る

京都市や事業者の取組の情報を継続的に発信します。 

２ 市民，事業者及び行政による食の安全性の確保に関する情報や意見交換を通じ，

市民等の理解の促進を図ります。 

３ 大学生等を中心とした次世代を担う若年層に対し，食品に関し，自らが関心を持

ち，正しい知識を普及し，行動し，次の世代に承継できる人材の育成を図ります。 

指標１：食の安全に係る情報発信回数及びアクセス数や賛同数 

指標２：リスクコミュニケーション事業参加者数及び参加者の理解度 

指標３：食の安全安心に関心を有する人材（学生監視員等）養成数 

    及び自主的監視導入大学数 

指標２：市内で製造される広域流通食品の違反件数 

対
応
方
針 

施
策
の
柱
に 

掲
げ
る
目
標 

 食品の生産から販売に至る各段階での取組により，市民や観光旅行者等の 

食の安全性の確保を図ります。 

具体的には 

客観的に
評価する
ために 

具体的には 

対
応
方
針 

客観的に
評価する
ために 

施
策
の
柱
に 

掲
げ
る
目
標 

1 件(食中毒事件総数12 件) 

0 件(違反件数総数4 件) 

118 施設（認証施設数） 

平成 26年度実績 





参 考 

 

他の自治体の食の安全安心に関する計画やプラン等における目標設定 

 

１ 東京都（東京都食品安全推進計画：平成２７年２月策定） 

 ○ 「施策の柱」や「個別施策」において対応の方向性を示しているが，目標（値）

は設定していない。 

施策の柱 対応 

国際基準等を見据えた事業者

による安全確保の推進 

○農産物の生産現場や食品の製造・調理・販売施設における自

主的な取組に対し，都が独自に認証する制度の普及を図りま

す。認証制度の普及に当たり，事業者の取組の段階に応じた

認証区分の設定や認証基準の国際規格との整合などを通じ

て，事業者の認証取得を推進します。 

○国際基準であるＨＡＣＣＰ（ハサップ）システムの普及を図

ります。 

情報収集や調査，監視指導等

に基づく安全対策の推進 

○輸入食品を含めた食品の安全を科学的根拠に基づき確保する

ため，海外を含め幅広い分野の情報を収集し，分析・評価を

行い対策を実施します。 

○新たな食品表示制度について，制度の普及や相談・監視体制

の整備を行います。 

世界への情報発信，関係者に

よる相互理解と協力の推進 

○オリンピック・パラリンピックの開催を見据え，食品中の放

射性物質モニタリング検査結果をはじめとした，食品安全に

関する情報を世界に向けて発信します。 

○都民，事業者及び行政が，様々な機会を通じて行う情報や意

見交換の場を一層充実させ実施していきます。 

○食物アレルギー対策について，関係各局が連携し，関係者間

の相互理解と協力を得ながら総合的に対策を進めていきま

す。 

 

２ 札幌市（安全・安心な食のまち・さっぽろ推進計画：平成２７年３月策定） 

 ○ 「安全の確保」，「安心と魅力の創出」の２つの柱のもとに，各種施策を進める

ため，計画の進捗状況を評価する際の目安になる指標を設定。 

項目 
現状値 

（平成２６年度） 

数値指標 

（平成３１年度） 

食品の安全性に関する知識があると思う市民の割合 － ８０％ 

ＨＡＣＣＰ導入型管理運営基準施設数 － １,０００件 

札幌市食品衛生管理認定制度の認定数（認定継続分） ６１件 １００件 

札幌市食品衛生管理認証制度認知度 ２２.６％ ４０％ 

さっぽろ食の安全・安心推進協定の締結数（累計） ３１３件 ５００件 

さっぽろ食の安全・安心推進協定認知度 ５.３％ ２０％ 

食の安全・安心モニターの施設報告数（５年間） ９７９件 １,５００件 

 

 



３ 名古屋市（名古屋市食の安全・安心の確保のための行動計画：平成２４年策定） 

 ○ 事業者，消費者，市がともに信頼を高め，食の安全・安心を確保するに当たっ

て，施策の成果や達成度を把握するため，目安となる数値目標を設定。 

指標 現状値 

（２２年度） 

目標値 

（３０年度） 

食の安全に対して不安を感じている市民の割合 ９０.２％ ※１ ５０％ 

食肉の生食のリスクに関して認知している市民の割合 ８２.２％ ※２ １００％ 

食肉の生食等を原因とする食中毒事件数 ６件 ０件 

自主管理認定施設数（累計） ２施設 ９０施設 

地産地消給食講師の小学校等への派遣 ２７校 ３０項 

市民農園の利用区画数 ３,２５８区画 ４,５００区画 

中央卸売市場（本場，北部市場）における低温化率 ２０.５％ ３０％ 

中学校スクールランチ指導員立ち入り調査回数 １１６回 １４０回 

※１ 平成２０年に，内閣府食品安全委員会が一般の方を対象に実施したアンケートによる。 

※２ 平成２３年に，保健所が講習会に参加した市民を対象に実施したアンケートによる。 

 

４ 京都府（京都府食の安心・安全行動計画：平成２５年策定） 

 ○ ４つの中心となる取組を推進するため，具体的な取組及び目標値を設定 

中心となる取組 具体的な取組（一部抜粋） 
現状 

（Ｈ２３年度実績値）

目標 

（Ｈ２７年度） 

放射性物質に対する

食品安全管理体制の

強化 

流通食品の放射性物質検査（検体/年） １２７ ３００ 

放射性物質に関するリスクコミュニ

ケーション，講演会，意見交換会の開

催（回/年） 

５ １０ 

食の信頼感向上に向

けた情報提供の強化

と府民参画の拡大 

府民に感心の高いテーマについて講

演会等による情報提供（回/年） 
－ １２ 

リスクコミュニケーションの開催回

数（回/年 
１０ １７ 

監視・指導・検査の

強化 

農薬使用者に対する使用実態調査（件

/年） 
３４ １２０ 

食品等の収去検査検体数（検体/年） ７５０ ７５０ 

巡回調査における適正表示の割合

（％） 
８２ ９０ 

安心・安全の基盤づ

くり 

ＧＡＰ手法導入農家数（戸） ４５０ １,５００ 

水産養殖事業者の巡回指導件数（年/

年） 
２５ ２５ 

食品衛生推進員又は食品衛生指導員

による指導件数（件/年） 
５,７００ ５,７００ 

 


